
東京都社会的責任調達指針 
 
持続可能性確保に向けた視点 
 
（１）全般 
 1.1 法令遵守  
⼯事・物品等の調達過程において、適⽤される国内外の法令等を遵守するとともに、国際規
範を尊重しなければならない。 国際規範と各国の法令等が適合していない⼜は相反する場
合には、各国の法令等を遵守しつつ、国際規範を尊重する⽅法を追求するものとする。  
 
1.3 通報者に対する報復⾏為の禁⽌  
法令違反や調達指針違反等の⾏為に関する通報をした者に対し、通報したことを理由とし
て報復⾏為を⾏ってはならない。  
 
1.4 ⼯事・物品等における適正な履⾏  
⼯事・物品等の調達過程において、税⾦を原資とする公共調達としての趣旨を踏まえ、都⺠
⽣活及び都⺠福祉の向上に資する公正な事業運営を⾏わなければならない。  
 
（２） 環境 
2.9 汚染防⽌、化学物質管理及び廃棄物処理  
⼯事・物品等の調達過程において、各種環境法令等に基づき、⼤気、⽔質、⼟壌等の汚染を
防⽌し、化学物質（製品に含有するも のを含む。）を適切に管理し、また、廃棄物を適切に
処理しなければならない。  
 
2.10 資源保全に配慮した原材料の採取  
⼯事・物品等に関して、森林・海洋などからの資源を使⽤する場合には、違法に採取・栽培
された資源を使⽤してはならない。  
 
2.11 ⽣物多様性の保全  
⼯事・物品等に関して、絶滅危惧種の動植物に由来する原材料を使⽤してはならない。  
 
 
（３）⼈権 
3.1 国際的⼈権基準の遵守・尊重  
⼯事・物品等の調達過程において、⼈権に係る国際的な基準（特に世界⼈権宣⾔、⼈⾝売買
等禁⽌条約、⼈種差別撤廃条約、⾃由権規約、社会権規約、⼥⼦差別撤廃条約、拷問等禁⽌



条約、児童の権利条約、 障害者権利条約、強制失踪条約及び先住⺠族の権利に関する国際
連合宣⾔）を遵守・尊重しなければならない。  
 
 3.2 差別・ハラスメントの禁⽌  
⼯事・物品等の調達過程において、⼈種、⺠族、国籍、宗教、信条、性別、性的指向・性⾃
認、障害の有無、社会的⾝分、⾨地、⽂ 化、年齢等によるいかなる不当な差別やハラスメ
ントも排除しなければならない。  
 
3.3 先住⺠及び地域住⺠等の権利侵害の禁⽌  
⼯事・物品等の調達過程において、先住⺠及び地域住⺠等の権利を尊重しなければならない。
事前に⼗分な情報提供を⾏い、⾃由意思による合意に関する権利を尊重し、先住⺠、地域住
⺠等に対する不法な⽴ち退きの強制や地域の⽣活環境の著しい破壊等を⾏ってはならない。  
 
3.5 障害者の権利尊重  
⼯事・物品等の調達過程において、障害者の雇⽤に際しては障害者雇⽤促進法に定める不当
な差別的取扱いを禁⽌するとともに、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。加えて、
製品・サービスを提供する際には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本⽅針」
（内 閣府）を参照しながら、障害者差別解消法に定める不当な差別的取扱いを禁⽌すると
ともに、必要かつ合理的な配慮をしなければならない。  
 
（４） 労働 
4.1 国際的労働基準の遵守・尊重  
⼯事・物品等の調達過程において、労働に関する国際的な基準（特にＩＬＯの提唱する労働
における基本的原則及び権利（ＩＬＯ 中核的労働基準を含む。））を遵守・尊重しなければ
ならない。  
 
 4.2 結社の⾃由及び団体交渉権  
⼯事・物品等の調達過程に従事する労働者に対して、妨害、不当な差別、報復⼜はハラスメ
ントを受けることなく組合を結成する ⾃由及び団体交渉を⾏う権利といった労働者の基
本権を確保しなければなら ない。  
 
4.3 強制労働の禁⽌  
⼯事・物品等の調達過程において、不当な⾝体的⼜は精神的拘束による、いかなる形態の強
制労働もさせてはならず、また、⼈⾝取引に関わってはならない。  
 
4.4 児童労働の禁⽌  



⼯事・物品等の調達過程において、いかなる形態の児童労働もさせてはならない。児童労働
を発⾒した場合、緊急にこれを禁⽌・撤廃すべく即時かつ実効的な措置をとらなくてはなら
ない。 調達関連事業者は、⼯事・物品等の調達過程において、18 歳未満の若い労働者等が
従事する場合には、健康や安全が損なわれる可能性のある危険な業務への従事及び時間外
労働や深夜労働を要求してはならない。  
 
 4.5 雇⽤及び職業における差別の禁⽌  
⼯事・物品等の調達過程に従事する労働者等に対して、 ⼈種、⺠族、国籍、宗教、信条、
性別、性的指向・性⾃認、障害の有無、社会的⾝分、⾨地、⽂化、年齢等による採⽤選考や
昇進、賃⾦・報酬、労働時 間その他労働条件等の⾯でのいかなる不当な差別もしてはなら
ない。  
 
 4.6 職場の安全・衛⽣  
安全衛⽣に関する法令等に基づき必要な許認可を全て取得し、安全衛⽣委員会等の設置や
メンタルヘルス対策を含め、⼯事・物品等の調達過程に従事する労働者等にとって⾝体的・
精神的に安全で健全な労働環境・条件を整えなければならない。  
 
4.7 賃⾦・報酬  
⼯事・物品等の調達過程に従事する労働者に対して、法令等で定める最低賃⾦額以上の賃⾦
及び適切な⼿当てを⽀払わなければならない。  
 
4.8 ⻑時間労働の禁⽌  
⼯事・物品等の調達過程において、違法な⻑時間労働（労働時間等に関する規定の適⽤除外
となっている労働者については健康・福祉を害する⻑時間労働）をさせてはならない。  
 
4.9 外国⼈・移住労働者  
⼯事・物品等の調達過程に従事する外国⼈・移住労働者に対しては、関連する法令に基づき
適切な労働管理を⾏い、賃⾦の不払い、 違法な⻑時間労働のほか、旅券等の取上げ、強制
帰国、保証⾦の徴収等の違法⼜は不当な⾏為を⾏ってはならず、離職、転職、送出し国への
帰還の⾃由や私⽣活の⾃由を尊重しなければならない。 また、法令等や⾏政指導に基づき、
当該労働者の理解可能な⾔語で労働条件を書⾯により交付しなければならない。 調達関連
事業者は、⼯事・物品等の調達過程において、外国⼈・移住労働者のあっせん・派遣を受け
る場合、当該あっせん・派遣をする事業者が法令等に基づく許可を受けているか、外国⼈・
移住労働者から仲介⼿数料を徴収していないか、外国⼈・移住労働者の権利を不当に侵害し
ていないか等につ いて確認しなければならない。  
 



4.10 職場における暴⼒とハラスメントの防⽌  
⼯事・物品等の調達過程において、労働者等の個⼈としての尊厳と⼈格権を尊重し、職場に
おけるあらゆる形態の暴⼒とハラスメントを容認してはならない。 また、これを防⽌する
ための適切な措置をとらなければならない。  
 
（５） 経済 
5.1 腐敗の防⽌  
⼯事・物品等の調達過程において、贈賄等の腐敗⾏為に関わってはならない。  
 
 5.2 公正な取引慣⾏  
⼯事・物品等の調達過程において、独占禁⽌法や下請 法等の取引に関する関係法令等を遵
守し、ダンピング、買いたたき、談合等の不公正・反競争的な取引を⾏ってはならない。  
 
5.3 紛争や犯罪への関与のない原材料の使⽤  
⼯事・物品等に関して、武装勢⼒や犯罪組織の資⾦源となるなど、紛争や犯罪に関与する原
材料を使⽤してはならない。  
 
 5.4 知的財産権の保護  
⼯事・物品等の調達過程において、第三者の知的財産権（特許権、著作権、意匠権等）及び
営業秘密を侵害してはならない。  
 
 5.5 責任あるマーケティング 
⼯事・物品等に関して、⼀般消費者による⾃主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある
不当表⽰を⾏ってはならない。  
 
5.6 情報の適切な管理  
⼯事・物品等の調達過程において、個⼈情報を法律に づき取り扱うとともに、業務上知り
得た機密事項がサイバー攻撃や内部不正等により外部に漏えいしないよう適切に管理しな
ければならない。  
 
5.7 情報の記録と開⽰  
⼯事・物品等の調達過程において、記録、物証及び証⾔の偽造並びに改ざん、隠ぺいその他
これらに類する倫理に反する⾏為を⾏ってはならない。 また、⼯事・物品等の調達過程に
関する情報は、適⽤される規制と⼀般的 な事業慣⾏に従うのみならず、事後的な、事業の
実施・履⾏内容の検証等にも耐えうるよう、正しく記録し、必要により都の求めに応じて開
⽰しなければならない。  


